
2019年 2月 19日 

「ダウンロード違法化の対象範囲の見直し」に関する緊急声明 

 

 2019年 2月 13日にとりまとめられた文化審議会著作権分科会報告書（以下、分科会報告書）では、

私的使用目的でのダウンロードが違法となる対象範囲（現行著作権法 30条 1項 3号・著作権法 119条 3

項参照）を見直し、規制対象を著作物全般に拡大すること（ダウンロード違法化の対象範囲の見直し）

が提言されている。 

 

 我々は、私的使用目的の複製に係る権利制限が、私的領域における情報収集の自由を確保する機能を

有し個人の知的・文化的活動、さらには日本の産業を支える法的基盤となっていることや、なおクリエ

ーターやネットユーザー等からの新たな懸念の声が生じている現状に鑑み、〔１〕ダウンロード違法化

の対象範囲について、立法措置を図るに際しては、さらに慎重な議論を重ねることが必要であると考え

る。 

そして、海賊版対策の緊急性に鑑み２０１９年の通常国会における法改正が行われる場合には、慎重

を期する必要性からも、〔２〕少なくとも、民事的規制及び刑事罰のいずれについても、規制対象を被

害実態の明らかになっている海賊版対策に必要な範囲に客観的な要件により限定し、刑事罰については

その萎縮効果の大きさに鑑みて更なる限定を行うことが不可欠であると考える。 

 

〔１〕文化審議会におけるダウンロード違法化の対象範囲の見直しについての検討は、海賊版対策の

緊急性に鑑み、実質的には 2018年 10月末からの約３か月間に 5回の法制・基本問題小委員会（以下、

小委員会）の開催という異例のスピードで行われた。 

 しかし小委員会における議論にも拘らず、なおクリエーターやネットユーザー等からの新たな懸念の

声が生じており、法改正の前提となる立法事実、法改正が国民生活に及ぼす影響については、いまだ十

分な検討がされているとはいえない。対象範囲を拡大する際の具体的な制度設計のあり方（特に民事的

規制の範囲）についても議論が大きく分かれている状況である。また刑事罰の適用範囲についても、本

来は、現行著作権法 119条 1項が著作権侵害行為一般を処罰対象としていることの是非も含めた検討が

行われるべきものである。 

 拙速な法改正は、私的領域における情報収集の自由に対して過度の萎縮効果を及ぼすとともに、著作

権制度の妥当性について国民の信頼を失わせるものともなりかねない。ダウンロード違法化の対象範囲

の見直しについては、なお検討すべき課題があり、立法措置を図るに際しては、さらに慎重な議論を重

ねることが必要である。 

 

 そして、〔２〕立法府が実効的な海賊版対策を早急に実現する必要があると判断し、2019年の通常国

会中に法改正に向けた検討が進められる場合には、その法改正は、あくまで被害が深刻な海賊版への対

策に必要な範囲に限定されるべきである。海賊版対策に必要な範囲に限定し、国民の自由に対する過度

の制約を避けるためには、少なくとも、民事的規制・刑事罰ともに、「原作のまま」及び「著作権者の

利益が不当に害される場合に限る」との要件を定めることが必要であり、刑事罰についてはさらに悪質

な行為に限定する等の謙抑的な対応が求められる。  
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以上、計 84名、1団体 

 

(2019年 2月 19日 14時 30分)賛同者の記載順・肩書の記載に誤りがありましたため、修正をさせて

いただきました。 


